
第一八六回 

衆第二六号 

   宅地建物取引業法の一部を改正する法律案 

 宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。 

 第二条第二号中「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一号を加える。 

 四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をい

う。 

 第四条第一項第五号中「第十五条第一項」を「第三十一条の三第一項」に改め、同条第

二項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項第三号中「第十五条第一

項」を「第三十一条の三第一項」に改める。 

 第五条第一項第三号の二の次に次の一号を加える。 

 三の三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力

団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者（以下「暴

力団員等」という。） 

 第五条第一項第八号の次に次の一号を加える。 

 八の二 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

 第五条第一項第九号中「第十五条」を「第三十一条の三」に改める。 

 第八条第二項第六号中「第十五条第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める。 

 第三章の章名を次のように改める。 

   第三章 宅地建物取引士 

 第十五条を次のように改める。 

 （宅地建物取引士の業務処理の原則） 

第十五条 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の

取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよ

う、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する

業務に従事する者との連携に努めなければならない。 

 第十五条の次に次の二条を加える。 

 （信用失墜行為の禁止） 

第十五条の二 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為を

してはならない。 

 （知識及び能力の維持向上） 

第十五条の三 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力

の維持向上に努めなければならない。 

 第十六条第一項中「宅地建物取引主任者資格試験」を「宅地建物取引士資格試験」に改

める。 



 第十六条の七第一項中「宅地建物取引主任者資格試験委員」を「宅地建物取引士資格試

験委員」に改める。 

 第十八条の見出し中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改め、同条第一項第五号の

二の次に次の一号を加える。 

 五の三 暴力団員等 

 第十八条第二項中「宅地建物取引主任者資格登録簿」を「宅地建物取引士資格登録簿」

に改める。 

 第二十一条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第五号の二」を「第五

号の三」に改める。 

 第二十二条の二の見出し中「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改め、同条第一

項中「宅地建物取引主任者証（以下「取引主任者証」という。）」を「宅地建物取引士

証」に改め、同条第二項から第五項までの規定中「取引主任者証」を「宅地建物取引士

証」に改め、同条第六項中「取引主任者は」を「宅地建物取引士は」に、「とき、」を

「とき」に、「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改め、同条第七項中「取引主任

者は」を「宅地建物取引士は」に、「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改め、同

条第八項中「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改める。 

 第二十二条の三（見出しを含む。）中「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改め

る。 

 第二十二条の四の見出し中「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改め、同条中

「取引主任者は」を「宅地建物取引士は」に、「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」

に改める。 

 第二十四条中「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改める。 

 第三十一条の見出しを「（宅地建物取引業者の業務処理の原則）」に改め、同条の次に

次の二条を加える。 

 （従業者の教育） 

第三十一条の二 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させる

ため、必要な教育を行うよう努めなければならない。 

 （宅地建物取引士の設置） 

第三十一条の三 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所（以

下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。）ごとに、事務所等の規模、

業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を

置かなければならない。 

２ 前項の場合において、宅地建物取引業者（法人である場合においては、その役員（業

務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。））が宅地建物取引

士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、

その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。 



３ 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の

事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合さ

せるため必要な措置を執らなければならない。 

 第三十五条第一項から第三項までの規定中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改め、

同条第四項中「取引主任者は」を「宅地建物取引士は」に、「取引主任者証」を「宅地建

物取引士証」に改め、同条第五項中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。 

 第三十七条第三項中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。 

 第五十条第二項中「第十五条第一項」を「第三十一条の三第一項」に、「取引主任者」

を「宅地建物取引士」に改める。 

 第六十四条の三第一項第二号及び第六十四条の六中「取引主任者」を「宅地建物取引

士」に改める。 

 第六十五条第一項第一号及び第二号中「とき、」を「とき」に改め、同項第四号中「取

引主任者」を「宅地建物取引士」に改め、同条第二項第二号中「、第十五条第三項」を削

り、「第二十八条第一項」の下に「、第三十一条の三第三項」を加え、同条第四項第二号

中「第十五条第三項」を「第三十一条の三第三項」に改める。 

 第六十六条第一項第一号中「又は第三号の二」を「から第三号の三まで又は第八号の

二」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「第三号の二」を「第三号の三」に改め、

同項第九号中「とき、」を「とき」に改める。 

 第六十八条の見出し中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改め、同条中「取引主任

者」を「宅地建物取引士」に、「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第六十八条の二第一項中「取引主任者が次の各号の一」を「宅地建物取引士が次の各号

のいずれか」に改め、同項第一号中「第五号の二」を「第五号の三」に、「一に」を「い

ずれかに」に改め、同項第三号中「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改め、同項

第四号中「一に」を「いずれかに」に、「とき、」を「とき」に改め、同条第二項中「取

引主任者証」を「宅地建物取引士証」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同

項第一号中「第五号の二」を「第五号の三」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項

第三号中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。 

 第七十条第四項中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。 

 第七十二条第三項中「すべて」を「全て」に、「取引主任者」を「宅地建物取引士」に

改める。 

 第七十七条の二第二項及び第七十七条の三第二項中「第十五条」を「第三十一条の三」

に改める。 

 第八十二条第二号中「第十五条第三項」を「第三十一条の三第三項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める



日から施行する。 

 （宅地建物取引主任者資格試験に合格した者に関する経過措置） 

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の宅地建物取引業法（以下「旧法」と

いう。）第十六条第一項の宅地建物取引主任者資格試験に合格した者は、この法律によ

る改正後の宅地建物取引業法（以下「新法」という。）第十六条第一項の宅地建物取引

士資格試験に合格した者とみなす。 

 （秘密保持義務に関する経過措置） 

第三条 旧法第十六条の二第一項の試験事務に従事する旧法第十六条の四第二項の指定試

験機関の役員若しくは職員（旧法第十六条の七第一項の試験委員を含む。）又はこれら

の職にあった者に係る当該試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務に

ついては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 

 （取引主任者証に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行の際現に交付されている旧法第二十二条の二第一項の宅地建物取

引主任者証は、新法第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証とみなす。 

 （登録免許税法の一部改正） 

第五条 登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一第百四十七号中「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。 

 （住民基本台帳法の一部改正） 

第六条 住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）の一部を次のように改正する。 

  別表第三の二十の項及び別表第五第二十四号中「宅地建物取引主任者資格」を「宅地

建物取引士資格」に改める。 

 （積立式宅地建物販売業法の一部改正） 

第七条 積立式宅地建物販売業法（昭和四十六年法律第百十一号）の一部を次のように改

正する。 

  第四十条第一項中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。 

 （処分、手続等に関する経過措置） 

第八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令

を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であ

って、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この

附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の

規定によってしたものとみなす。 

 （罰則に関する経過措置） 

第九条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。 

 （政令への委任） 



第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置（罰則に

関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 



     理 由 

 宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取引主任者という名称を

宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取引士の業務処理の原則、従業

者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の義務、宅地建物取引業の免許及び

宅地建物取引士の登録に係る欠格事由として暴力団員等であることの追加等について定め

る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 

 


